
今回紹介する団体：水土里ネットとちぎ、県内土地改良区

土地改良区における水土里情報の活用について紹介します。

水土里情報活用ニューズ・レター
第５０号

（１／２）

内容：水土里情報利活用促進事業で整備した農地筆図・農業水利施設情報を活用
し、土地改良区が管理する受益地や農業水利施設についての確認を容易と
した。

経緯：①土地改良区では、所有する図面・台帳等を紙ベースで管理しているため、
土地原簿を書棚から探したり、水利施設の図面を書庫から探したりするの
に時間と労力を要していた。

②このため、水土里ネットとちぎでは、平成２５年度から土地改良区からの要
請に応じて、土地改良区が所有する紙ベースの図面等をスキャニングして
電子化するとともに、農地筆では確定測量データから一筆測量図を作成し
て、水土里情報システムの農地筆属性とリンクすることで、土地改良区の
管理業務の省力化を図っている。

取組概要

受益地管理

（受益属性情報の表示）

（一筆測量図の表示）

（地番検索ツール）



（２／２）

今後は、ＷｅｂＧＩＳを利用し農業水利施設の日常管理や補修履歴等を一元管理し、
県・市町・土地改良区で情報の共有化を進めていく。

今後の活用予定

期待される効果

■お問い合せ先

栃木県土地改良事業団体連合会 水土里情報センター 028-660-5704

農林水産省農村振興局整備部設計課計画調整室（細川、溝添） 03-6744-2212（直通）

①土地台帳や水利施設台帳の整理を進めることで、維持管理計画書の更新の基礎
データとなるうえ、土地改良区運営体制の強化（賦課根拠の明確化等）が図られ
る。

②図面や台帳をデータベース化することで、農業水利施設の情報（施設の名称や構
造等）や位置の確認をすばやく行うことができる。

水利施設管理

（施設台帳等の既存資料）

施設ポイントに台帳、
日常管理記録等を
リンク


